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平成24年１２月6日(木曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．宮崎県医療計画（素案）の概要について

て

○協議事項

１．条例要綱案について

２．パブリックコメント等の実施について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 十 屋 幸 平

委 員 福 田 作 弥

委 員 井 本 英 雄

委 員 山 下 博 三

委 員 黒 木 正 一

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 渡 辺 創

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 重 松 幸次郎

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福 祉 保 健 部 次 長
安 井 伸 二

（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長
冨 高 敏 明

（ 保 健 ・ 医 療 担 当 ）

部 参 事 兼
大 野 雅 貴

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 郡 司 宗 則

医 療 薬 務 課
竹 井 正 行

薬 務 対 策 室 長

国 保 ・ 援 護 課 長 青 山 新 吾

長 寿 介 護 課 長 川 添 哲 郎

障 害 福 祉 課 長 孫 田 英 美

障 害 福 祉 課
中 西 弘 士

就労支援・精神保健対策室長

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

健 康 増 進 課
肥田木 省 三

感 染 症 対 策 室 長

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 任 主 事 黒 田 裕 司

政 策 調 査 課 副 主 幹 山 口 修 三

○田口委員長 それでは、ただいまより地域医

療対策特別委員会を開会いたします。

まず初めに、１点御報告いたします。３日に

開催されました政策条例検討会議において条例

の必要性等について説明してまいりましたとこ

ろ、条例化に向けた検討を行うことが決定され、

当委員会が地域医療を守り育てる条例（仮称）

のワーキンググループに位置づけられましたの

で、お知らせいたします。２月定例県議会での

提案に向けて、今後取り組みを進めてまいりま

す。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。
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本日は、福祉保健部においでいただいておりま

す。宮崎県医療計画（素案）の概要について説

明をしていただくことにしております。その後、

条例について協議を行いたいと思います。

本日は、そのように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから執行部の説明に入りますので、

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

本日は福祉保健部においでいただきました。

それでは早速、説明をお願いいたします。

○土持福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、本日は、御指示のありました、宮

崎県医療計画（素案）の概要につきまして説明

をさせていただきます。別冊として「宮崎県医

療計画（素案）」というものが配付されておりま

すけれども、本日はポイントとなる点を中心に、

その概要を説明させていただきます。

それでは、担当課長のほうから説明をいたし

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○郡司医療薬務課長 それでは、御説明させて

いただきます。宮崎県医療計画（素案）の概要

についてでございます。

地域医療対策特別委員会資料の１ページをご

らんいただきたいと思います。まず、１の計画

策定の趣旨でございますけれども、県民の医療

に対する安心・信頼の確保を目指し、県民が地

域において切れ目のない医療を受けられる体制

を構築するため、策定するものでございます。

２の計画の位置づけでございますが、１つ目

の丸の、本県の医療施策の方向を明らかにする

基本計画であるとともに、２つ目の丸でござい

ますが、「未来みやざき創造プラン」の分野別計

画という位置づけもございます。

３の計画の期間でございますが、平成25年度

から29年度までの５カ年間としております。

次に、４の主な記載内容でございます。まず、

（１）の基本理念につきましては、「いつでも、

どこでも必要な医療サービスが受けられる医療

体制の確立」としているところでございます。

次に、（２）の基本方針でございますが、１つ

目の丸の「地域を支える医療体制の構築」から、

６つ目の丸「県民への情報提供」まで、６つの

基本方針で進めることとさせていただいており

ます。

次に、（３）の医療圏でございます。医療圏に

は一次、二次、三次の３つの医療圏がございま

す。医療圏につきましては、別に冊子でお配り

しております素案のほうで御説明させていただ

きたいと思います。

素案の28ページをお開きいただきたいと思い

ます。中ほどの２の（１）に記載しております

とおり、一次医療圏につきましてはプライマリ

・ケアに関する保健医療サービスを提供する圏

域でございますが、（２）にありますとおり、圏

域設定が法的に求められていないということ、

また交通機関の発達等で医療が広域的に提供さ

れるようになったことから、本計画では設定し

ないこととしております。

続きまして、二次医療圏でございます。（１）

の二次医療圏の意義にありますとおり、特殊医

療を除く一般の医療需要に対応するために設定
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するものでございまして、入院治療を要するよ

うな比較的専門性の高い医療がおおむね完結で

きる体制づくりを目指しているところでござい

ます。今回、国の指針によりまして、流出傾向

が顕著な二次医療圏につきましては見直しを検

討することとされましたが、29ページの表の中

ほどをごらんいただきたいと思いますが、現行

と同じ７医療圏といたしております。なお、表

の一番上の延岡西臼杵医療圏につきましては、

現行計画では「宮崎県北部医療圏」と記載して

おりますが、例えば、がん医療圏などでは県内

を４つの医療圏に分けまして「県北」という言

い方をしております。そうしますと二次医療圏

との違いがわかりにくいという御指摘等ござい

まして、これにつきましては地元医師会等を初

めとする関係団体と調整の上、今回、「延岡西臼

杵医療圏」という名称に変更させていただいて

おります。

次に、29ページ下のほうの段でございますが、

三次医療圏につきましては、（１）にありますと

おり、先進的な技術や発生頻度の低い疾病の治

療など特殊な医療を提供するための圏域という

ことで、（２）にありますとおり本県全域として

いるものでございます。

ページをめくっていただきまして、30ページ

でございます。こちらのほうでは二次医療圏に

ついての検討の状況を詳細に記載させていただ

いているところでございます。先ほど患者の流

出傾向が顕著な医療圏が見直しの対象と申し上

げたところでございます。30ページの下に表が

ございますが、これは二次医療圏間の入院患者

の移動の状況をあらわした表でございます。こ

の表の太線で囲ったところ、例えば西都児湯医

療圏域で言いますと62.5という数字が上がって

いると思います。この数値が、当該圏域の方が

当該圏域で入院している患者の割合でございま

す。この数値が低いほど流出割合が高いという

ことでございまして、31ページの８行目に記載

しておりますように、特に流出割合の高い西都

児湯医療圏につきましては、地元市町村、関係

団体と協議、検討を行ってきたところでござい

ます。そういった協議、検討の中でいろんな御

意見が出されました。一つには、「アクセスがよ

くなって、住民の医療圏が広がっているという

事情もある」、あるいは「二次医療圏の見直しに

ついては、西都児湯地域が医療過疎になる」と

いった懸念する意見等ございました。こういっ

た地域の意見、実情等を踏まえまして、今後、

地元市町村及び関係団体等が連携し、住民が必

要な医療サービスが受けられるための医療提供

体制の構築について継続して協議を行っていく

必要があるということで、圏域の意見が一致し

たところでございます。

このため、今回の計画では、西都児湯医療圏

につきましては現状のままといたしまして、こ

の計画期間（25～29年）内において体制の整備

ができるよう、地元市町村及び関係団体等が連

携し、医療圏のあり方について引き続き検討を

行っていくことにしております。

続きまして、委員会資料に戻っていただきま

して、２ページでございます。宮崎県医療計画

の体系図を記載しておりますので、ごらんになっ

ていただきたいと思います。中ほどの「医療圏」

の下のほうに「５疾病」と記載しておりますが、

今回、網かけをしております「精神疾患」を追

加し、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病と

合わせて５疾病という形になっております。精

神疾患が追加されたということでございます。

矢印の右側にありますとおり、脳卒中と糖尿病

につきましては、二次医療圏と同じ７医療圏で
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対応することとしております。がんと急性心筋

梗塞につきましては、県北、県央、県南、県西

の４医療圏で、また精神疾患につきましては県

下全域の医療圏ということで記載しております。

その下の５事業でございます。５事業につき

ましては、へき地医療、救急医療、小児医療、

周産期医療、災害医療でございますけれども、

ここでの大きな変更点は、小児医療の欄でござ

いますが、矢印の右側の網かけ部分でございま

す。現行計画では３つのこども医療圏として体

制整備を図ってまいったところでございますけ

れども、その下にございます周産期医療との連

携を図るため、周産期医療と同じ４つのこども

医療圏を設定することといたしました。この設

定に当たりましては、宮崎大学、県医師会、関

係医療機関との協議等を踏まえて設定したとこ

ろでございます。また、今回、在宅医療も新た

に医療圏や数値目標を定め推進することとして

いるところでございます。

１ページに戻っていただきまして、５のスケ

ジュールでございます。第３・四半期におきま

して、関係団体や市町村に対しまして文書によ

る意見照会、また県民に対するパブリックコメ

ントを実施することとしております。第４・四

半期におきましては、そういった意見を踏まえ

た上で医療審議会の諮問答申を経まして、２月

の定例県議会に議案として提出したいと考えて

いるところでございます。

医療薬務課の説明は以上でございます。

○田口委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などがございましたらお願いい

たします。

○鳥飼委員 疑問点だけお尋ねをしたいと思い

ます。数値目標、いろいろ議論になってきまし

た。急性心筋梗塞とか脳卒中で死亡に至るのは、

最初の４分か５分で何とか曲線というのがある

ようですけど、そういう数値もある一方で、広

いというのも一つあるわけですが、現地に到着

する時間とか、収容する病院までの時間を決め

るのは難しいと思うんですが、答弁であった「速

やかに」という表現ではないような努力をして

もらいたいという気があるんですけれども、今

のところの考え方についてお聞きしたいと思い

ます。

○郡司医療薬務課長 まず、数値目標でござい

ますが、今回新たに策定する計画につきまして

は、現計画が44の数値目標を掲げておりますけ

れども、今回の計画では70ということで、さら

に細かな数値目標を掲げるようにしているとこ

ろでございます。これにつきましてはそれぞれ

の５疾病、５事業の項目に数値目標は記載させ

ていただいております。

委員のほうからお尋ねのありました救急医療

についてでございますが、素案の80ページをお

開きいただきたいと思います。一番下に数値目

標ということで、鳥飼委員のほうから御指摘の

ありましたように、救急要請から現場到着まで

の所要時間、あるいは収容に要する時間等の現

状、数値目標ということで、現状につきまして

は、年々所要時間が右肩上がりで延びておりま

すので、所管部局である総務部のほうで何とか

これに歯どめをかけたいということで、現在の

記載は「現状数値の縮減に努める」ということ

ですが、具体的な数字を上げるようにというこ

とで検討されているところでございます。以上

でございます。

○鳥飼委員 消防力の整備基準というのがある

んですけれども、とり方によって数値が大きく

変わるというのが現実で、はっきりしない部分

はあるわけです。機器については、ある程度整
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備はされていますけれども、要員についての整

備がかなり悪いと、ドクターヘリの金丸先生の

指摘などもいろんな場であっていますので、福

祉保健部というより、総務部もしくは市町村の

消防本部の整備、各市の取り組みをお願いした

いということになります。しかし、こういうこ

とを記載していかないと進まないという点もあ

りますので、困難はあるかと思うんですけれど

も、よろしくお願い申し上げたいと思います。

もう一点だけお尋ねしますが、一次、二次、

三次の体制を、一次については決めないという

ことでありました。細かなことで申しわけない

んですが、救急告示病院もふえてきているんで

はないかと思います。救急医療に関して、一次

医療のところに休日急患センターとか在宅医な

どが入っています。救急告示病院というのが二

次救急医療施設のところまで線引きになってい

るんですけれども、考え方としてはどういうふ

うな考え方か。その前は、初期まで救急告示も

対応しますという考え方で、前回から、二次救

急から救急告示該当で、60～70ぐらいあるよう

です。救急告示病院、非常に負担していただい

ていて、ある程度税の優遇はあるようにお聞き

するんですけれども、それでは間に合わないと

いうこともあったりします。告示病院は、救急

医療をやめようかなということがあったりする

んですけれども、一次にもそういう部門が、急

患センター以外でも告示がかかわっていただい

ていると思うんです。現状はそういう形でかか

わってもらっていて、当然、初期のところにも

救急告示がかかわっていくんではないかと思う

んです。二次が主体になるというわけではない

と思うんです。救急告示病院の考え方の説明を

お願いしたいと思います。私の頭の整理がつい

ていないので質問の要旨をついていないかもし

れませんけれども、よろしくお願いします。

○郡司医療薬務課長 救急告示施設一覧表が素

案の83ページにございます。救急という考え方

でございますけれども、一次救急は、病気になっ

たときは、日中であれば医療機関はどこでも対

応できるわけです。休日・夜間につきまして、

最初の診療を行うのが一次救急ということで、

それにつきましては夜間急患センターというこ

とで、圏域でそこに行けば夜診てもらえますよ

という体制を整えているところでございます。

それと、もちろん救急告示病院も医療機関です

ので、非常事態ということで一次医療は当然や

ります。それ以外に、救急患者が発生した場合、

あるいは夜間急病センターのほうから診てもら

わないといけないような場合に対応するという

意味で、二次救急医療施設という位置づけをさ

せていただいているところでございます。

○鳥飼委員 私の頭の整理がついていないせい

だろうと思うんですけど、郡司課長の言われる

とおりかもしれません。一次救急もやるんです。

そこでトリアージするといいますか、救急車が

行って、これは一次でいいということは、ある

程度はできるにしても、わからないわけです。

告示病院に運ばれる場合もありますし、夜間急

病センターでは対応できないような患者もある

わけですから、当然一次救急のところにも告示

病院はかかわってくるんじゃないかという思い

があってお尋ねしました。私の頭を整理しまし

て、別の機会にお尋ねします。

○福田委員 前回の委員会でもお聞きしたんで

すが、31ページ、西都児湯の件です。私は、地

縁、血縁、親戚が西都児湯に多いんです。この

文章に書いてあるとおりの内容の行動、いろん

な事業を続ける場合ですね。私はこれは現状追

認だと見ているんです。後段に書いてあります
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ように、「現状のままとしますが、この計画期間

内において体制の整備」が、本当にできると思っ

てやっておられるんですか。

○郡司医療薬務課長 二次医療圏の見直しにつ

きましてはさまざまな意見がございまして、「医

療資源を集約化したほうがいいんじゃないか」

「そういうことをやると医療過疎につながりか

ねない」という意見がございました。福田委員

のおっしゃるとおり、現状追認と言えば追認で

ございますけれども、その追認には、医師会も

含めて地元の医療機関、市町村、地域の医療を

守っていくためにはどうしていくか検討する時

間がほしいと。具体的には、西都児湯圏域でい

きますと大規模な病院がございませんので、中

小の医療機関の連携を強化していく、あるいは

機能分担を強化していく、そういった整理がな

されていくんではないかと考えているところで

ございます。

○福田委員 当然、現状での医療圏を存続する

のが望ましいわけです。だから、存続するにふ

さわしい体制の充実を、行政、医師会も含めて

やっていく必要があります。アクセスがよくなっ

たとはいえ、願望としましては地元の医療機関

で受診したい、治療したいという気持ちが強い

んです。しかし、レベルを考えるとどうしても

宮崎医療圏のほうに目が向くというのが現状だ

と思いますから、ぜひこの文章にたがわないよ

うに体制整備を進めていかれる必要があると思

います。お願いしておきます。

○十屋副委員長 素案の後ろのほう、145ページ

に医薬品の話があるんですけれども、後発医薬

品（ジェネリック医薬品）が全国より高い数字

になっているということで、それを30％にして

いくということですが、目標数値として低いの

かなというイメージです。医療費の抑制という

ことを考えると、ジェネリックの率をもっと高

めていって抑制するべきという思いもあるもの

ですから、どうして30という数字設定になった

のか教えていただけますか。

○竹井薬務対策室長 30％という数字は、全て

の医薬品について後発医薬品があるわけではな

くて、医薬品全体の48％ぐらいが後発医薬品と

言われております。現状が25％ぐらいですの

で、30％程度がいいのかなということになった

と思っております。

○十屋副委員長 約７割強の話ですけど、25.6

だから、あと4.4です。年次的に考えると可能な

レベルの数字ということなので、薬全体の48％

がジェネリックであれば、これよりもう少し上

げてもいいのかなという思いがあります。

それから、黒木正一議員が質問されましたけ

れども、西洋医学と漢方医学、医薬品と薬草と

の絡みは、この医療計画の中では全然出てきて

いないと思うんですけれども、どういうふうに

考えたらよろしいですか。

○竹井薬務対策室長 生薬を初めとする漢方薬

等はありますけれども、その普及につきまして

は、漢方処方医が処方を出して、薬局等で現状

のまま調剤、服薬されていると思います。漢方

医が少ないということで、医薬品の中に占める

漢方の割合は少ないので、医療計画の中には記

載しておりません。

先ほどのジェネリックの30％をもう少し高め

る必要があるんではないかということですけれ

ども、それに向けて、ジェネリック医薬品（後

発医薬品）が使いやすい環境整備を今行ってい

るところでございます。

○十屋副委員長 漢方の話ですけれども、処方

できる薬剤師、免許の取得者は県内でどのくら

いいらっしゃるんですか。
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○竹井薬務対策室長 漢方医がどのぐらいいる

のかは把握しておりません。

○十屋副委員長 黒木議員が質問もされたんで

すけど、これからそこあたりの見直しが進むの

かなということが社会的な傾向としてあるので、

そのあたりはきちんと把握しながら進めていく

べきかと思います。野尻に薬草園があって、そ

この活用もするというのであれば、当然そこあ

たりにもちゃんと視点を当てて検討すべきだと

思うので、検討することを一回検討してくださ

い。よろしくお願いします。

○清山委員 46ページのがんについてです。一

番最初のところに「５年間で死亡者数の減少を

図る」と書いてありますけれども、死亡者数の

減少を図るんですか、それとも年齢調整死亡率

の減少を図るんですか。

○和田健康増進課長 48ページの目標項目であ

りますが、基本的には「がんの75歳未満年齢調

整死亡率」の減少ということで、表現が誤解を

招く可能性がありますので、検討させていただ

きます。

○清山委員 次に、47ページの「がんの予防」

というところです。昨年の医療対策特別委員会

で議論があったところではあるんですが、ここ

の表現によると、｢公共の場や職場における分煙

を推進します」ということで、昨年の委員会で

は、公共の場や職場における禁煙なのか、禁煙

または分煙なのか、分煙なのかでいろいろ議論

があったところです。これはその当時の執行部

の説明よりも随分後退した表現になっていると

いう印象ですが、何か状況が変わったんでしょ

うか。

○和田健康増進課長 定められた条例が「禁煙

または分煙」となっておりますので、それに合

わせた状況になっております。

○清山委員 「禁煙」じゃなくて「分煙」と書

いてます。合わせていないんですけれども。

○和田健康増進課長 申しわけありません。「禁

煙または分煙」に訂正します。

○清山委員 78ページ、救急医療のところです。

三次救急の医療体制で宮大とドクターヘリにつ

いて文面を割かれているんですけれども、11月

いっぱいで宮大の救急センターを受診されてい

るのが1,100人弱、１日平均５人程度です。１日

平均５人ぐらいのペースだと、救急車の搬送人

員の数ベース、平成23年が３万7,000人というこ

とだったので５％弱程度だと思うんです。今、

整形外科の先生方が中心になって、重傷の外傷

の患者をかなり診ていただいていて、その辺で

非常に強い役割を発揮しておられると心強く

思っています。その一方で、救急患者全体から

見ると、数や診ている疾患については全方位的

とはならずに、強いところに重点的に機能を発

揮しているという印象です。その一方で、三次

救急医療体制としては、県立延岡病院、県立宮

崎病院は、依然として患者さんベースでも大学

よりもかなりの数診られていて、この間、私が

質問したときもお答えいただいたんですが、県

立宮崎病院は、消防隊から救急搬送依頼が来た

ときに、昨年、600件以上断らざるを得ない状況

があったと。県立延岡病院はゼロでした。そう

した体制については、今回の医療計画に課題意

識がないのかなと拝見したんです。80ページの

数値目標等についても、特にそうした受け入れ

体制に関しても含まれていないようですし、こ

の辺については執行部としてはどのように受け

とめておられますか。

○郡司医療薬務課長 素案で言いますと、78ペ

ージの三次救急医療体制の上から３つ目の丸、

県立宮崎病院は24年４月から救急の専門医師を
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１名確保いたしました。「今後とも（中略）救命

救急機能の充実・強化を図る必要があります」

ということで、病院局との調整の上、こういっ

た表現で記載させていただいたところでござい

ます。

○清山委員 それを見逃しているわけじゃなく

て、それを読んだ上で、600件以上断らざるを得

ない状況があるという課題については、どのよ

うに対応しておられますか。

○郡司医療薬務課長 救急を受け入れられな

かったケースがあるのは事実でございます。た

だ、内容を見ますと、先ほど清山委員がおっしゃ

いましたように、県立病院でなくてほかの病院

でも対応できるケースも相当あったと聞いてお

ります。どうしても人口の多い圏域でございま

すので、救急医療体制としての病院間の連携を

図っていくのは一つの方法でありますし、もう

一つは、本来の県立宮崎病院の機能強化を図っ

ていく必要がある、二通りの方法で今後検討を

進めていきたいと考えております。

○清山委員 後者の充実・機能強化というのは

すごく大事で、その原因にもなっているんです

けれども、課長が今おっしゃった前者の理由に

よると、消防隊の判断ミスということになりま

すね。宮崎市消防局に対して申し入れ等されて

いるんですか。

○郡司医療薬務課長 特段申し入れ等はしてお

りませんが、メディカルコントロール協議会が

各地区にございますので、そういった場で意見

交換させていただきたいと考えております。

○清山委員 よろしくお願いいたします。

この間、病院局のほうとも意見交換させても

らったんですけれども、福祉保健部としても救

急医療の中で県立病院が担っている役割も非常

に大きいので、ぜひ高い関心を持って見ていた

だきたいと思っております。

次に、92ページの周産期医療、５つ目の白丸

に「全国と同様に、本県の分娩を取り扱う医療

施設数も徐々に減少してきており、産婦人科医

師の高齢化も問題となっています」と書いてあ

るんですが、小児医療のほうは小児科医師の状

況などの記載があるんですけれども、産婦人科

に関しては分娩を取り扱う産科医師や分娩医療

施設等のデータがないんです。産婦人科の先生

方に聞くと、産科の先生たちの高齢化や減少が

著しいと。今、西臼杵郡で分娩できるところは

ないんです。これは地域で生活していく上で非

常に深刻じゃないかと感じているんです。ぜひ

そういう数字を出していただけるといいんじゃ

ないかと思うんですが、今回間に合わないし、

今後検討していくということであればそれでも

いいんですけれども、いかがでしょうか。

○和田健康増進課長 周産期医療につきまして

は、別途、都道府県が周産期医療体制整備計画

を定めることになっておりまして、当県はおく

れたんですが、平成24年３月に別個に宮崎県周

産期医療体制整備計画を定めておりまして、そ

ちらのほうでは詳細に記述しておりますので、

医療計画の中にどの程度反映するか、小児の計

画と整合性をとれるかどうか確認させていただ

きたいと思います。

○清山委員 産婦人科の先生と話すと切実な声

をいつも聞くので、そう思いました。

最後に、113ページ、エイズのところです。結

核のほうは罹患率など患者さんに関するデータ

はあるんですけれども、エイズに関しては、県

内の有病者数や毎年の罹患者数の数字じゃなく

て、検査数そのものが出ているんです。そうい

う数字は出せないものですか。

○肥田木感染症対策室長 エイズの罹患者数の
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データということでしょうか。検討いたします。

○清山委員 慎重に検討していただいて、可能

であれば、参考になると思った次第です。以上

です。

○有岡委員 ３点ほどお尋ねしたいと思います。

まずは、医療計画の４ページに「県民への情報

提供」という項目がございまして、「必要な医療

関連情報を分かりやすい形で提供します」とい

うことですが、これは具体的にどのようなプラ

ンをお持ちなのかお尋ねします。

○郡司医療薬務課長 必要な医療関連情報とい

うのは、ダイレクトに言いますと、宮崎県総合

医療情報システムを持っておりまして、これは

県のホームページから見られるようになってお

ります。通称「みやざき医療ナビ」と呼んでお

りますが、これで、病院がどこにあるとか、診

療科目について病院名が検索できる、あるいは

病院の人員体制等が見られるシステムを持って

おります。現在この中身を見直しておりまして、

自分の住んでいる住居から一番近い医療機関は

どこかといった検索までできるような形でシス

テムの見直しを図っているところで、25年の４

月からは新しいシステムで運用が可能になって

くると思います。こういったものを活用しなが

ら医療情報を県民に提供してまいりたいと考え

ているところでございます。もちろん県民のほ

うからお問い合わせがあれば、必要な情報につ

いて各保健所あるいは医療薬務課のほうでお答

えしている状況もございます。

それと、県民への情報提供につきましては、

詳細は、43ページに記載しているところでござ

います。現在の運用しております総合医療情報

システムの概要を、43ページに記載しておりま

す。

○有岡委員 それに関連しまして、これは県内

のお話が主でしたけれども、病気に応じて、厚

生労働省が進める先進医療技術というんでしょ

うか、65種類ある中の宮崎県は５つぐらいある

と。症状によっては県内で実施できないケース

もあるということで、県下の子供さんが受け入

れていただけるところがないという話も聞きま

して、県外に流出するケースがあるんではない

かと思っているんですが、宮崎県の先進医療技

術を高めていくようなことを今回の計画の中で

うたっていらっしゃるのかお尋ねいたします。

○郡司医療薬務課長 高度医療につきましては

計画の中でも記載しておりますけれども、具体

的な疾病ごとになってまいりますと、対象患者

の数などで県内医療機関では対応できない部分

もございます。例えば、がん等は宮崎大学で対

応されますけれども、小児がんにつきましては、

国のほうで全国をブロック化して対応していく

とか、疾病によって体制が十分整わない部分は

あると思います。

○有岡委員 そういった情報はなかなか提供し

にくい部分ではあるんですが、保護者はどうし

ても情報をとりながらやっている状況ですので、

検討いただきたいと思います。

もう一点お伺いしたいんですが、素案の129ペ

ージに「若手医師の不足」という項目がありま

して、「後期研修医の受入についても、診療科に

よっては減少しており、地域への派遣が困難な

状況となっています」ということで、研修医制

度、前期はキープできるんですが、後期が極端

に減っているということが一つの課題だろうと

思うんです。そういった意味では、後期を受け

る研修医の希望するようなものを取り入れて後

期研修のやり方を工夫する必要があるんじゃな

いかと思っているんですが、その点いかがでしょ

うか。
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○郡司医療薬務課長 今、若手医師の確保とい

うことで、前期研修医を中心に確保対策に取り

組んでいるところでございます。県内で研修を

受けられた前期研修医のうち８割ぐらいが引き

続き残っていただいている状況でございまして、

県内で前期研修を受けた方については全部残っ

ていただくのが理想でございますので、こういっ

た問題につきましては研修医療機関と今後の対

応につきまして―もちろん県のほうでは、後

期研修医あるいは前期研修医を指導する先生方

の育成にも力を入れているところでございます。

よりよい体制のために、今後とも医療機関と協

議しながら前に進めていきたいと考えていると

ころでございます。

○有岡委員 要望でございますが、医療機関と

の話し合いも当然必要ですが、研修を実施され

る先生方の意見、また、後期研修を受ける若い

先生方の意向を参考にされると対策がとれるん

じゃないかと思いますので、よろしくお願いし

ます。

○二見委員 私からも１点だけ。一番最後、150

ページに｢実施主体の役割」とあるんですけれど

も、県立病院は、県の部類に入るのじゃなくて

関係機関のほうに入ると考えたほうがよろしい

んでしょうか。位置づけを確認しておきたいと

思います。

○郡司医療薬務課長 県立病院につきましては、

医療機関でございますので、３つ目の丸の関係

機関・団体・大学等ということで整理させてい

ただいております。

○二見委員 ほかの病院と同じように、県の指

導のもとに協力体制を構築していく一機関とし

てみなせばよろしいでしょうか。

○郡司医療薬務課長 医療機関としては、宮崎

大学附属病院、国立行政機構の３病院、それと

県立病院を中核的な医療機関ということで、形

としては医療提供機関という整理になると思い

ます。

○鳥飼委員 67ページからずっと書いてある精

神関係です。事業も構築してあるんですけど、

これは病院局になるんですけど、宮崎病院の精

神医療センターの位置づけを明確にしていると

ころはありますか。身体合併とか思春期という

のは書いてあるんですけれども。200床ぐらい

あった富養園の精神科病棟を廃止して宮崎病院

に併設して精神医療センターということで、思

春期、身体合併等４つでしたか、いろんな機能

を付加してオープンしているわけですけれども、

特に医療計画の中での位置づけはどのように

なっているのかお尋ねしておきたいと思います。

○中西就労支援・精神保健対策室長 具体的な

表現といたしましては、70ページの真ん中に、

合併症の医療につきまして、県立宮崎病院精神

医療センター及び宮崎大学医学部附属病院、そ

の下の児童思春期精神保健医療という中で、特

に２つ目の丸に書いておりますとおり、「医療が

必要な方に対しては、県立宮崎病院精神医療セ

ンターを後方支援機関として連携体制の確保」

と表現させていただいております。先ほど鳥飼

委員が言われましたとおり、富養園の廃止に伴

う県立宮崎病院の医療センターの役割は、救急

を含めた全ての精神疾患の後方支援機関という

位置づけは従来も変わっておりませんので、こ

の２つの項目のみならず、県の精神医療センタ

ーの役割として最終的なとりでということで位

置づけております。

○鳥飼委員 当時、富養園を廃止してどうする

のかということでいろいろと議論がありまして、

３階建てにするということで、「児と者の病棟は

区分したほうがいいんじゃないか」と、議会で
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もかなり議論した経緯があります。結果的に、

同じ病棟でナースセンターを真ん中にして者と

児ということで、私としては今でも妥当ではな

いとしているんですけど、それはそれでできて

いるわけです。先ほど中西室長が言われたよう

な形での位置づけをこの中に盛り込んでいただ

いたほうがいいんじゃないかと思いますので、

御検討をお願いしたいと思います。

○郡司医療薬務課長 先ほど有岡委員、二見委

員のほうから御質問のあった事項について補足

させていただきたいと思います。

まず、高度医療につきましては、素案の42ペ

ージに「高度・特殊医療の提供体制の充実」と

いうことで、県立病院等につきましては体制の

整備をしていきます。あるいは国の機関等につ

きましては高度医療に対応できるよう要望して

いきますというような記載をさせていただいて

おります。

それと、二見委員から御質問のありました、

県立病院の位置づけにつきましては、42ページ

の４「公的医療機関等の役割」ということで別

途記載させていただいているところでございま

す。以上でございます。

○田口委員長 ほかにございますか。

なければ、その他に入ります。

○清山委員 先ほど研修医の話がございました

けれども、１つだけ要望事項で、ぜひ厚生労働

省のほうへ県として力を込めて訴えていただき

たいんですが、２年前、平成22年の12月に、医

療審議会の臨床研修部会で、当時の畝原次長が

呼ばれてプレゼンテーションしているんです。

研修医定数の問題で、毎年宮崎県としては国の

ほうへ、「適正な研修医定数への是正」という項

目を上げております。これは非常に重要な問題

ですので、引き続き、厚生労働省に対しては最

重点課題として訴えていただきたい。２年前、

愛知県と宮崎県が呼ばれたわけです。宮崎県と

しては、研修医定数をできるだけ応募者の数に

合わせて減らすようにと。激変緩和措置という、

どちらかというと６都府県に有利な措置はでき

るだけ早期に廃止していただくようにと要望し

たんですけれども、結局これは平成26年度まで

存続ということで、その後も愛知県の主張のよ

うにある程度激変緩和措置が延ばされている形

です。これは絶対に次の年度で区切ってきちん

と応募者定数に合わせるような形で募集定員の

ほうも合わせてほしいという主張をしてしてい

ただきたいと思います。

現在は、7,600～7,700人ぐらいの研修医を受

け入れていますけれども、依然として１万500人

程度の研修医定数が全国である、医療機関側か

ら見ると75％程度の充足率です。全国平均で75

％というと、ちょっとした天地災害、いろんな

変動によって地域の新人の医師数が計算できな

いわけです。宮崎県も29人から急に58人にアッ

プして、２倍も変動するということはそもそも

システムのデザインがおかしいということで、

東日本大震災の後は東北被災地３県が軒並み減

少しています。そういうことで地域によって要

請する医師数がころころ変わっていったのでは

とても計画が立てられないので、この辺はぜひ、

応募者数にフィットするような形で宮崎県とし

ても強く要望していただくようにお願いします。

アメリカでは応募者数よりも研修医定数のほう

がずっと少ないわけですから、医療機関から見

た充足率は95％程度ですけれども、日本は極端

に医療機関において読めない制度設計になって

いますので、まずは激変緩和措置は今の年限で

必ず廃止するようにして、その後はきちんとフ

ィットさせるように、引き続き強く要望してい
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ただくようにお願いいたします。

○郡司医療薬務課長 今、清山委員から御指摘

がありました事項につきましては、地方と都市

部の格差は非常に大きいものですから、国のほ

うでは激変緩和措置―少しずつは縮小してい

るんですけれども、やはり乖離が大きいという

ことで、県といたしましても引き続き強く要望

してまいりたいと考えているところでございま

す。以上でございます。

○田口委員長 よろしいですか。

それでは、ないようですので、これで終わり

たいと思います。

執行部の皆さん、御苦労さまでした。ありが

とうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前10時57分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

条例要綱案の協議に移ります。

さきの委員会において御意見をいただきまし

た点につきまして、正副委員長にて修正を行い、

先日、書記が御説明に回らせていただいたとこ

ろです。

お手元の資料は、現段階の要綱案であります。

要綱案に関する御意見等があればお願いいたし

ます。

それでは、ないようですので、これで決定し

たいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 次に、協議事項（２）のパブリッ

クコメント等の実施についてであります。

これまで県内調査等の意見交換を重ねてきた

ところ、限られた団体からの意見聴取にとどまっ

ておりますし、要綱案については示しておりま

せん。また、「県民の役割」といった項目も盛り

込んでおりますので、広く御意見をお伺いして

さらに検討を重ねたほうが、より県民から理解

を得られると同時に実効性のある条例に仕上が

るのではないかと考えております。皆様の御意

見をお願いいたします。

○鳥飼委員 こういうケースでは、パブリック

コメントをとっても実質上余り変わらないとい

うのが実態なんです。この間、医師会の研修会

に行ったときにきちんと答えをもらっていない

ような感じもしたので、いじる可能性といいま

すかそういう場面は出てきますか、どんなです

か。

○田口委員長 私どもとしては、パブリックコ

メントで幅広く御意見がいただければ、検討し

たいとは思います。

○鳥飼委員 医師会から何か補充はないですか

とか、そんなのは別にやってないですよね。

○田口委員長 それは行っておりません。

○福田委員 医師会は関心がなかった。

○田口委員長 パブリックコメントを行わない

場合は、県や市町村、医師会等関係団体の御意

見をお聞きしたいとは思っております。

○鳥飼委員 このケースで行っていただきたい

と思います。妥当な手順ですからね。

○田口委員長 パブリックコメントをするとい

うことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 では、そのように決定いたしま

す。

なお、パブリックコメントの実施期間ですが、

終了後直ちに準備を始め、年末年始を挟みます

が、12月中旬から１月中旬までの約１カ月間を

予定しております。実施方法としましては、県

政記者への投げ込みのほか、県議会ホームペー
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ジ、県民情報センター、各県政相談室、県議会

図書室で意見を募集する予定としております。

そのほか、県、市町村、医師会、意見交換を行っ

た団体へ文書による意見聴取を行います。

次に、協議事項（３）の次回委員会について

であります。

次回委員会は、１月23日（水）に行うことを

予定しておりますが、執行部からの説明等御意

見はございますか。

○鳥飼委員 こういう条例案を検討していると

いうのは、これが通れば執行部が具体的にやっ

ていくわけですね。さっきのパブリックコメン

トじゃないですけど、書記を通じてでもいいか

ら執行部の意見を出してくれとか。

○田口委員長 それは行う予定です。

暫時休憩いたします。

午前11時１分休憩

午前11時２分再開

○田口委員長 再開いたします。

先ほど申しました執行部からの説明等、次の

委員会での御要望はございますか。

特にないようですので、正副委員長に御一任

いただきたいと存じます。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 ありがとうございます。

それでは、最後になりますが、協議事項（４）

のその他で何かございませんか。

それでは、本日の委員会で御協議いただいた

内容について全て終了いたしましたので、これ

で委員会を終わりたいと思います。

なお、次回の委員会は、１月23日（水）午前10

時から行う予定となっておりますので、よろし

くお願いします。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。

午前11時３分閉会


